
新潟市空き店舗等活用事業費補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、商店街区又は古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域の空き店舗等に出店する事業者のうち、出店エリアの活性化に寄与することが期待され、事業の継続性が認められる店舗を出店する事業者が行う事業を対象に交付する補助金に関して必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）商店街区
次のいずれかに該当する団体の活動区域をいう。
ア　商店街振興組合又はその活動が商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合

イ　商店街を形成する任意の商店街組織で、その構成員の２分の１以上の者が商業又はサービス業を営むもの
（２）古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域

　　　　別図に定める地図の赤枠内をいう。
　（３）空き店舗等

　　　この要綱に基づく補助金の交付を申請する日において、現に１ヶ月以上活用されていない店舗（大型商業施設内を除く）、空き家（アパート又はマンションの一室を含む）等をいう。

（４）新たな店舗
次のいずれにも該当するものをいう。

　　ア　出店する店舗が、新潟市内からの移転でないことをいう。ただし、現在店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合はこの限りでない。
　イ　フランチャイズチェーンではないもの

　ウ　チェーンストアではないもの

（５）フランチャイズチェーン
次のいずれにも該当するものをいう。

ア　他の事業者（以下、「本部」という。）から、特定の商標、商号等を使用する権利を付与されている店舗

イ　物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について、本部からの援助、統制、指導に基づき、統一的な方法により実施されている店舗

ウ　上記ア、イの対価として本部に金銭を支払っている店舗

（６）チェーンストア
１１以上の店舗を直接経営している単一資本が営む店舗をいう。

（補助金の交付）

第３条　市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

（１）商店街区又は古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域の空き店舗等に新たな店舗を出店する者
（２）出店先商店街又は出店先地域の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者
（３）商店街区に店舗を出店する場合は、出店先の商店街から、事業内容等についての賛同を得た者
（４）自らが店舗運営を行う者

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第４号若しくは第５号に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者

　（６）これまでこの要綱又は新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金交付要綱及び新潟市商店街空き店舗活用事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
　（７）市税を完納している者

（８）宗教活動又は政治活動を目的としていない者

（９）公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない者

　（１０）原則として、本市内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人又は本市内に住所を有する個人事業主（工事等見積書及び領収書において市内の住所が確認できるものに限る。）に補助事業に係る工事等の発注を行う者

２　前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定をしないことができる。

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号において「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団

（２）暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員

（３）暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

（補助対象経費及び補助率等）

第４条　補助金の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

２　前項により算定した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。

３　補助対象事業について、国、県又は市等から補助金（この要綱に基づく補助金以外のものをいう。）を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を算定の基礎とする。
（補助対象外経費）

第５条　次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象から除くものとする。
　（１）土地、建物の購入又は借入に必要な経費

　（２）建築手続き等に要する費用

　（３）空き店舗等を賃借する場合の敷金及び礼金並びに賃料
　（４）現在店舗からの移転に伴う仮店舗に要する費用
　（５）消費税及び地方消費税

　（６）その他補助の対象として市長が不適当と認めるもの

（交付条件）

第６条　この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

（１）関係法令等を遵守し、諸手続きを遅延なく履行すること。

（２）経費の変更（第１０条に定める軽微な変更を除く。）をする場合は、市長の承認を受けること。

（３）事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。

（４）事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

（５）事業が予定の期間内に開始できない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておくこと。

　（７）補助事業により取得し、又は効用が増加した財産は、市長の承認を受けることなく、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしないこと。

　（８）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

（９）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を５年間保管しておくこと。

（１０）補助事業に係る経理は、他の経理と区分して行うこと。

（１１）補助金の交付の決定を受けた後に補助事業に着手するものであること。
（交付申請）

第７条　補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（別記様式第１号）及び添付書類を市長に提出しなければならない。

（交付決定）

第８条　市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により補助事業者に通知するものとする。

（変更の承認申請）

第９条　第６条第２号から第４号までの規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ事業変更承認申請書（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。

２　市長は、前項に規定する承認申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、事業変更承認通知書（別記様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。
（軽微な変更の範囲）

第１０条　第６条第２号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。
　（１）補助金額の変更で、補助金交付決定額から１０パーセントを超えない減額の変更であること。
　（２）別表に定める補助対象経費における額の変更で、その額が変更前の金額から１０パーセントを超えない額であること。
（事業が予定期間内に開始しない場合等の報告）

第１１条　第６条第５号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定期間内に開始できない理由又は事業の遂行が困難となった理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

（実績報告）

第１２条　補助金交付の決定を受けた者は、補助事業完了後１ヶ月以内又は当該補助金等の交付の決定に係る年度の３月３１日のいずれか早い時期までに、実績報告書（別記様式第５号）及び添付書類を市長に提出しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認める場合には、随時事業の経過の報告を求めることができる。

（補助金の額の確定及び通知）

第１３条　市長は、前条第１項に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、これを補助金確定通知書（別記様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。
　（営業状況の報告）

第１４条　補助事業者は、事業を開始した市の会計年度の翌年度の初日から起算して２年間においては、市長の求めに応じ、補助事業に係る当該年度の営業状況を営業状況報告書（別記様式第７号）により市長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し）

第１５条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合

（２）補助金を交付決定された内容以外の用途に使用した場合

（３）補助金を交付決定された内容の事業を遂行しなかった場合
（４）補助事業が完了した日の属する市の会計年度の初日から起算して３年以内に当該事業を廃止し、又は当該店舗を移転した場合
（５）その他関係法令、規則及び当該要綱の規定に違反した場合
２　前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

３　市長は第１項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決定取消通知書（別記様式第８号）により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の返還）

第１６条　市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書（別記様式第９号）により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

２　市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
（財産処分の制限）

第１７条　規則第２０条に規定するその他市長が指定する財産は、補助事業により取得した価格が１点５００，０００円以上（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）の備品とする。
２　規則第２０条に規定する耐用年数を勘案して市長が定める期間は、国が定める減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号、以下「省令第１５号」という。）を勘案し、３年とする。ただし、省令第１５号において２年以下となっているものについては、省令第１５号の定めに応じた期間とする。
３　第６条第７号の規定は、補助事業者が、あらかじめ市長の承認を受けた日又は補助事業が完了した日の属する市の会計年度の初日から起算して、前項で規定する当該財産等の耐用年数を経過した日のいずれか早い日を経過したときは適用しない。
４　第６条第７号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ取得財産の処分承認申請書（別記様式第１０号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
（選定委員会）

第１８条　市長は、補助金の交付の決定等この要綱の目的達成に必要な意見を聴くとともに、公平・公正に補助事業者を選定するため、新潟市空き店舗等活用事業選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。
２　選定委員会においては、次の各号に掲げる選定方針に基づき選定を行う。
　（１）事業計画が適切であるもの
　（２）出店地域への貢献が期待できるもの
　（３）事業の継続性が認められるもの
３　選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附　則

（施行期日）

１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（適用期限）

２　この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、これ以前に第１８条による選定委員会により選定され、第８条により補助金の交付決定を受けた者については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別図（第２条関係）
古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域とは、以下地図の赤枠内とする。
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別表（第４条関係）
	補助対象経費
	補助限度額、補助期間
	補助率

	改装費
	工事請負費

設備費

原材料費
設計委託料

監理委託料
	２００万円

※事業を開始した日の
属する年度に限る。
	１／３以内
※古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域に出店する場合は、補助率１／２
以内とする。

	備品購入費
※３万円未満の備品購入費は補助対象外
	
	


備考
１　補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。

２　上表中「工事請負費」とは、店舗の外壁、内壁、床、天井その他営業の用に供される部分に施す工事（以下、「改装工事」という。）の施工費用をいう。
３　上表中「設備費」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定される店舗の看板、照明、空調設備等の設置に係る費用をいう。
４　上表中「原材料費」とは、店舗で自ら改装工事を施工する場合に必要となる原材料費をいう。
５　上表中「設計委託料」とは、備考１に規定する工事の設計業務の委託に要する費用をいう。
６　上表中「監理委託料」とは、備考１に規定する工事の監理業務の委託に要する費用をいう。
別記様式第１号（その１）（第７条関係）

　　　年　　　月　　　日

（宛先）
新　潟　市　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　　

空き店舗等活用事業費補助金交付申請書

空き店舗等活用事業を下記のとおり実施したいので、新潟市空き店舗等活用事業費補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の交付を申請します。

記

１．店舗等の名称　
２．補助事業の目的及び内容　　事業計画書及び別紙のとおり
３．補助対象額及び補助金交付申請額　　別紙のとおり

４．事業着手予定年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

事業完了予定年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

５．当該店舗が市の補助事業である旨の情報の公表の内容、方法及び時期
６．添付書類
（１）空き店舗等活用事業応募申請書に添付した書類のうち、変更のあったもの

（２）現在の店舗外観及び内観の状況が分かるカラー写真（撮影日及び撮影位置を記載）
（３）暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書（必要な場合）

（４）納税証明書（新潟市制度用）
別記様式第１号（その２）（第７条関係）

【補助対象経費額及び補助金交付申請額】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象経費
	補助対象額
（税抜き）
	補助率（②）
	交付申請額
（＝①×②）

	改装費
	
	
	

	備品購入費
	
	
	

	合計（①）
	
	
	


【補助事業の実施計画】
	年間売上高
	円

	所得金額
	円

	年間来客数
	人

	実施事業計画
	【事業内容】

	
	【上記のほか、出店先商店街又は出店先地域の活性化に資する事業計画、出店先商店街もしくは近隣商店街・都市再生推進法人と連携・協力して行う事業計画】

	
	【その他自由記載】


別記様式第２号（第８条関係）
　新　　　第　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

（補助事業者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　様
新潟市長　　　　　　　　印

空き店舗等活用事業費補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった標記の補助金について、下記のとおり交付を決定したので通知します。

記

１．店舗等の名称　　　
２．交付決定額　　　
３．交付条件　　　

別記様式第３号（第９条関係）

　　年　　月　　日

（宛先）
新　潟　市　長

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　

空き店舗等活用事業変更承認申請書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で交付決定のあった空き店舗等活用事業について、下記のとおり変更したいので、新潟市空き店舗等活用事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。

記

１．店舗等の名称
２．変更の内容
	変更前
	変更後

	
	


３．変更の理由
４．変更予定年月日
別記様式第４号（第９条関係）

新　　　第　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

（補助事業者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　様
新潟市長　　　　　　　　印　　

空き店舗等活用事業変更承認通知書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で交付決定した空き店舗等活用事業について、下記のとおり変更を承認したので、通知します。

記

１．店舗等の名称
２．既交付決定額
３．変更交付決定額
４．変更事項
	変更前
	変更後

	
	


５．変更の理由
別記様式第５号（その１）（第１２条関係）

　　年　　月　　日

（宛先）
新　潟　市　長

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　

空き店舗等活用事業実績報告書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で交付決定のあった空き店舗等活用事業が完了したので、新潟市空き店舗等活用事業費補助金交付要綱第１２条第１項の規定により下記のとおり報告します。

記

１．店舗等の名称
２．交付決定額及びその精算額　　　別紙のとおり
３．事業着手年月日　　　　　年　　月　　日（改装工事着手日）

店舗開店年月日　　　　　年　　月　　日（店舗の運営を開始した日）
事業完了年月日　　　　　年　　月　　日

４．当該店舗が市の補助事業である旨の情報を公表した実績

５．補助事業の運営状況　　　別紙のとおり

６．添付書類
（1） 領収書又は収支を証する書類の写し

（2） 店舗改装を実施した場合は、工事請負契約書の写し

（3） 建築確認通知を受けたものについては、建築基準法第７条第５項の規定による検査済証の写し

（4） 営業状況が確認できる店舗外観及び内観の状況が分かるカラー写真

（撮影日及び撮影位置を記載）

（5） 店舗の収支決算状況がわかる資料の写し

別記様式第５号（その２）（第１２条関係）

【補助事業の交付決定額及びその精算額】
	補助対象経費
	精算額
	交付決定額
	差引増減

	
	補助対象額

（税抜き）
	補助率

（②）
	補助金額

（＝①×②）
	
	

	改装費
	
	
	
	
	

	備品購入費
	
	
	
	
	

	合計（①）
	
	
	
	
	


【補助事業の実施状況】
	年間売上高
	計画　　
	円
	実績
	円

	所得金額
	計画
	円
	実績
	円

	年間来客数
	計画　　
	人
	実績
	人

	事業実施内容

今後の方針
	【事業内容】

	
	【上記のほか、出店先商店街又は出店先地域の活性化に資する事業実績、出店先商店街もしくは近隣商店街・都市再生推進法人と連携・協力して行った事業実績】

	
	【当初の計画達成状況】

	
	【今後の方針等】


別記様式第６号（第１３条関係）

新　　　第　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

（補助事業者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　様
新潟市長　　　　　　　　印　　　

空き店舗等活用事業費補助金確定通知書

　　年　　月　　日付けで実績報告のあった標記事業に対する補助金について、下記のとおり確定したので通知します。

記

１．店舗等の名称

２．交付決定額
３．交付済額
４．確定額
別記様式第７号（その１）（第１４条関係）

　　年　　月　　日

（　宛　先　）

新　潟　市　長

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　

　　年度空き店舗等活用事業営業状況報告書

【店舗概要】

	店舗名
	

	店舗住所
	


【営業状況の推移】

店舗の収支決算状況がわかる資料の写しを添付してください。

		年間売上高
	所得金額
	年間来客数

	年度※
	計画※
	円
	円
	人

		実　績
	円
	円
	人

	年度※
	計画※
	円
	円
	人

		実　績
	円
	円
	人

	年度※
	計画※
	円
	円
	人

		実　績
	円
	円
	人


	※　年度および計画は、新潟市が記載します。


別記様式第７号（その２）（第１４条関係）

【店舗の営業状況】

	事業実施内容
今後の方針
	【事業内容】

	
	【上記のほか、出店先商店街又は出店先地域の活性化に資する事業実績、出店先商店街もしくは近隣商店街等と連携・協力して行った事業実績】

	
	【当初の計画達成状況】

	
	【今後の方針等】


別記様式第８号（第１５条関係）

新　　　第　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

（補助事業者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　様
新潟市長　　　　　　　　印　　　

空き店舗等活用事業費補助金交付決定取消通知書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で交付決定した空き店舗等活用事業については、下記のとおり交付決定の取消しをしたので通知します。

記

１．店舗等の名称
２．交付決定額
３．交付決定取消額

４．取消理由
別記様式第９号（第１６条関係）

新　　　第　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

（補助事業者）

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　様
新潟市長　　　　　　　　印　　　

空き店舗等活用事業費補助金返還命令書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で金額の確定した（交付決定を取り消した）補助金については、下記のとおり返還を命ずる。

記

１．店舗等の名称

２．返還額
３．返還期限
４．返還理由
別記様式第１０号（第１７条関係）

　　年　　月　　日

（宛先）
新　潟　市　長

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　

空き店舗等活用事業に係る取得財産の処分承認申請書

　　年　　月　　日付け新　　第　　　号　　で交付決定のあった空き店舗等活用事業により取得した財産を下記のとおり処分したいので、新潟市空き店舗等活用事業費補助金交付要綱第１７条第４項の規定により承認を申請します。

記

１．店舗等の名称

２．取得効用増加財産の品目及び取得効用増加年月日

３．取得効用増加価格及び時価

４．処分の方法
５．処分の理由
